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法善寺保育所民営化に関する説明会  

開催日時 平成 26年 10月 14日（火）午後 18時 30分～ 

開催場所 柏原市立法善寺保育所 

議 題 １ 開会 

２ 事務局より今後の取組について 

３ 質疑応答 

４ 閉会  

参加者 
保護者 

保護者３人 

【計３人出席】   

事務局 

植田部長  （健康福祉部） 

己波理事  （健康福祉部子育て支援課） 

中川課長  （健康福祉部こども政策課） 

石橋課長補佐（健康福祉部こども政策課） 

大野所長  （法善寺保育所） 

議事の内容 

【開 会】  

事務局     挨拶 

事務局     経過説明 

今後の取組について 

アンケート結果の報告 

事務局    ・  説明会の前に選考委員会に参加していただく保護者の代表 2 名の選

出について保護者会の方にお願いしておりました。 

 その件につきまして、ご報告お願いいたします。 

父母の会会長 ・  保護者会代表 2名という事で、父母の会会長をさせていただいている

私、吉川ともう一名立候補者を募りましたが、残念ながらいなかった

ということで、こちらの方で協力していただける方を選出し、声をか

けさせていただき、快く引き受けて下さいました。 

お名前の方がきりん組の石迫さんという方で、保護者代表で参加して

いただけることに決まりました。 

事務局    ・ ありがとうございました。 

    ・ 今後の取組について説明 

    ・ アンケート結果の報告 

保護者    ・  アンケートの回答率が低いように思う。 

事務局    ・  家庭数でいうと 108、直接関係のある 1 歳から 3 歳は 70 名なので、

半分以下です。 
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保護者    ・  平成 27年 3月に事業者を決定するということですか。 

事務局    ・ 平成 27 年 3 月をめどに事業者を決定し、このような場で、こういう

形で決まりましたと紹介させていただき、そこから初めて三者協議会

を継続してさせていただくようなことをイメージしています。 

 

保護者    ・ 事業者さんは 4月から保育士を決めるという事ですか。 

事務局    ・ それはある程度構想を描いて手を挙げていただくことになります。 

 どこかで保育所をされている方にお願いするので、保育士の配置も応

募の書類の中に書いていただきます。３月の事業者さんを紹介する時

には施設長の予定者は紹介できますが、クラス担任の紹介はできませ

ん。１年後の話になります。 

保護者    ・ 事業者に変わって引き継ぎが最長１年ということだが、すぐに新しい

保育士さんがというわけではないんですね。 

事務局    ・ ２８年１月からはクラス担任を持つ方には入っていただきます。２７

年４月に施設長予定者が決まっていますので、法善寺保育所の年中行

事を見てもらうことを考えています。 

子どもさんに対する配慮ということで、２８年１月から子どもたちと

馴染んでいただくのに、最低でもクラス担任の方には来てもらう合同

保育と、２７年４月から行事を知ってもらった上で２８年４月を迎え

たいと考えています。 

保護者    ・ 保育士に保護者の意見は聞いてもらえるのか。 

事務局    ・ 必ず守っていただかないといけないものは、市として協定書を作りま

す。それ以外の保護者の要望に応えて柔軟に対応していくことを、市

としては求めますが、保護者の言ったことを必ずしなければならない

というような強制力はありません。 

保護者    ・ 民営化になると今までの先生はガラッと変わるんですか。 

事務局    ・ まず１年間は、２名程度残ってもらおうと思っています。クラス担任

としてではありませんので、サポートとかアドバイス的に公立の先生

に１年間残ってもらうというのを引継ぎ保育としています。 

２８年４月にはクラス担任は変わります。２８年４月から２９年３月

までの長くて１年間は、公立の施設長ともう一人ぐらいはクラス担任

にはなれませんが残っていただこうと思っています。 

法善寺の公立で勤めていただいている職員が、新たな法人に就職して

いただいたら残る可能性もあります。これはお互いに望めばという事

なので、お約束はできません。そのようなこともできるだけ努めてい

ただけるように法人さんにはお願いしようとは思っています。 

今現在の公立保育所でやっている保育にプラスアルファ何かいいこ

とをして、保育の質が上がるような事業の展開を提案していただく



 3 

と、今回は提案が条件に変わります。 

民営化のメリットとして何か保護者からのご意見として聞かせてい

ただければと思います。 

保護者    ・ 引き継ぎ保育で、公立の保育士さんがサポート役として残る割合は、

どれぐらいですか。 

事務局    ・ ２人程度を考えています。 

保護者    ・ 全体で？ 

事務局    ・ 民間が配置基準を満たした上で、加配的な形で残りますので、公立の

保育士があまり前面に出るのもどうかと思っています。 

保護者    ・ 先生が変わるというところでの不安を持っている保護者が多いので、 

もう少し増やすとかは難しいのですか。 

事務局    ・ 人事配置になりますので、そこは持ち帰って検討させていただきま

す。 

先行している市を参考にし、最長１年を考えていますが、ノウハウを

吸収したら必要ないという保護者アンケートも出ていて、早くの撤収

の可能性も考えられますが、２人を３人というのは、意見として持ち

帰らせていただきます。 

事務局    ・ ４月になると担任も新しくなることを繰り返して卒園していく中、子

どもたちは、園の中で、公立の先生が４人も５人もいてて、新しい先

生が自分たちの担任となると戸惑うのではないかと思いますので、三

者協議会でご意見もいただき法人さんとも検討していきたいとは思

います。 

我々はこのぐらいの規模だったら、ベテランの先生を２名程度がいい

のかなと考えています。 

保護者    ・ その２名はクラスのサポートではなく、全クラスを見てくださるとい

う事ですね。 

事務局    ・ 園全体の運営を見ていただく、つまり今法善寺でやっている保育の内

容をよく知っている方に残っていただいて、民間さんは民間さんでご

自分の保育に信念や理念を持ってやっておられますので、そこへきっ

ちりと公立のやってこられたことを伝えていただくというお役目が

主です。 

両方のいいところを合わせて、良いものにし、民営化にしてよかった

というご意見をいただくのが私たちの切なる願いです。 

民営化後の保護者のアンケートも考えております。 

 

事務局    ・ 今回、確定した上でのお話は初めてですが、今後については、民営化

通信という形で、民営化の進捗状況を伝えていきたいと思っていま

す。内容については、法人さんの優劣を決める話もありますので、す
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べてあからさまにリアルタイムでお伝えできるものでもありません

が、決定したものはお知らせさせていただきます。 

こちらで全て一方的に進めるというのではなく、保護者の方には逐一

報告させていただくために民営化通信を考えていますので、そこで進

捗状況をご確認いただきたい。またいつでもご意見等ありましたら、

直接市役所にお電話いただいてもいいですし、大野所長の方に尋ねて

いただいても結構ですので、形式にこだわらず、いつでも疑問があれ

ばお伝えいただければと思います。 

 

事務局（所長）・ 不安なことは多々あるとは思うのですが、私たちのできることはお母

さんの不安を解消するためのパイプ役となることです。 

出来ることはしていきたいと思っていますので、思っていることを何

でも伝えて下さったらと思います。会長も選考委員会に入って下さる

し、全部反映して下さるかは分かりませんが、うまく伝えて下さると

思いますので、よろしくお願いします。 

事務局    ・ それではこれで終わります。 

【閉会】 


